
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
上野グループホールディングス株式会社（以下「上野ＧＨＤ」という。）が、グループとして初

のセットアップオフィス事業開始に伴い、旧本社ビルの空調設備改修を実施するため、横浜市が

策定した「横浜港ＣＮＰサステナブルファイナンス・フレームワーク」（以下、「本フレームワー

ク」という。）を活用して、 株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」という。）とグリーンロー

ン※１（以下、「本ローン」という。）に関する融資契約を１月 29 日（木）に締結しましたので、お

知らせします。  

本フレームワークは、第三者機関であるＤＮＶビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社

（以下、「ＤＮＶ」という。）より、各種国際原則等に準拠している旨のセカンド・パーティ・オピ

ニオン※２を取得しています。また、適合書簡（Letter of Conformance）の取得費用は横浜市が負

担する仕組みを活用しています。 

 

 

 

 

 

 
１ グリーンローンに関する融資契約の概要 

  上野ＧＨＤは本ローンにより調達した資金を、旧本社ビ

ル「第１上野ビル」（中区山下町 46）の大規模修繕におけ

る空調設備更新による省エネ化の設備投資に充当します。 

本取組は、カーボンニュートラルポートの形成に貢献す

るものとして、ＤＮＶより本フレームワークに基づく環境

課題の解決や緩和に資するプロジェクトである旨の適合

書簡を取得しています。 

 
２ 上野グループホールディングス株式会社の紹介 

代 表 者 栁川 岳 

所 在 地 神奈川県横浜市中区山下町 70-3 

グループ事業 

内容 

上野グループは、石油製品、ケミカル製品の輸送・貯蔵・販売、ソー

ラー事業、海洋環境事業などに従事する 37 社で構成されています。

1869 年の創業以来、150 年以上に渡り経験、知見を積み上げてきたエ

ネルギー関連事業を核に、多様な事業分野で社会の発展に広く貢献し

ています。https://www.uyeno-group.co.jp/ 
 

 

記 者 発 表 資 料 

上野グループホールディングス と みずほ銀行が 
『横浜港 CNP サステナブルファイナンス・フレームワーク』に基づく 

グリーンローン契約を締結しました 

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 
横 浜 市 港 湾 局 政 策 調 整 課 
上野グループホールディングス株式会社 
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 

裏面あり 

（※１）資金の使い道を各種国際原則等における環境改善（グリー

ン分野）の適格プロジェクトに特定し資金協力後も調達資金の

管理やレポーティングを通じて、透明性が確保されるローン 

（※２）ＤＮＶのウェブサイトをご参照ください。 

https://webmagazine.dnv.co.jp/sus_finance_list.html 

 

【第１上野ビル】 

https://www.uyeno-group.co.jp/
https://webmagazine.dnv.co.jp/sus_finance_list.html


 

 

横浜港におけるカーボンニュートラルポートの取組 

 

３ 横浜港ＣＮＰサステナブルファイナンス・フレームワークの概要 

横浜市は本フレームワークを通じて、民間企業等が「横浜港港湾脱炭素化推進計画」に「港湾

脱炭素化促進事業」として位置付けた取組の資金調達時に、国際ルールに適合したサステナブ

ルファイナンスにアクセスしやすくすることで、民間企業等の脱炭素の取組を金融面から後押

しし、横浜港のカーボンニュートラルポート形成を促進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本フレームワーク及び本フレームワークのご利用の手順や必要書類等は、横浜市ホームペー

ジに掲載しています。二次元コードをスキャンまたはクリックしてご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象事業者 

横浜港港湾脱炭素化推進計画の対象範囲に

おいて、本フレームワークに定める適格プロ

ジェクトを実施する者 

ファイナン

スの種類 

・グリーンローン（リース含む）  
省エネや再エネなど、気候変動の緩和や環

境保護・改善を目的とした取組 
・ブルーローン（リース含む）  
持続可能な水管理や海洋資源の利用、海洋

環境保護を目的とした取組 
・トランジションローン（リース含む） 
エネルギー転換など、長期的な戦略に則り

脱炭素社会への移行を促進する取組 

資金使途 

・適格プロジェクト向け投資の一部または全

部に調達額の全額を充当  
・３年以内に実施された適格プロジェクト向

け資金調達のリファイナンスも対象 
期間 原則１年以上 

金額 上下とも限度額は設定しない。 

お問合せ先 

（本取組全体について） 

横浜市港湾局政策調整課カーボンニュートラルポート担当課長 中村 仁 Tel：045-671-7279 

（本取組の設備投資等について） 

上野グループホールディングス株式会社 財務部 Tel：045-671-7560 

（サステナブルファイナンス・フレームワークについて） 

株式会社みずほ銀行 横浜法人第一部 Tel：045-211-2905 

https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/cnp/top.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/cnp/top.html
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/yokohamashi/yokohamako/kkihon/torikumi/cnp/ycnpfw.html

